
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「文字が小さすぎて読めない！！！！」と 

ハ〇キルーペの W ナベ K ンさんが叫ぶように 

 

「公の通達は文字が多すぎて結局何を提出すれば良いのか分からな

い。要点だけまとめて欲しい！」と 

毎回叫びたくなるので簡易マニュアルを作成しました。 

 

分厚くボリュームがあるほうがお得な気はしますが 

施術に自己研鑽に経営にお忙しい時間を大切にするみなさまには 

要点だけ絞ってあるほうが良いとの判断です。 

 

あなたの一助になれば幸いです。ご活用ください。 

 

※2019 年 3 月 13 日時点での保険者の解答を元に作成しています 

※ 

この簡易マニュアル作成時は受領委任導入移行期である為厚生支局や保険者に問い合わせ

ても毎回違う答えが返ってくる事がありました。受領委任で一定の統一や決まりを改めて

作っているはずなのですが実際には保険者ごとの裁量も含まれています。ですのでこのマ

ニュアルに書かれている内容を実践した事によって何らかの損害を被っても弊社では一切

の責任を負いかねます。必ずご不明点は各自で厚生支局や各保険者にお問い合わせの上ご

確認ください。 

 



※※ 

当マニュアルや弊社コンテンツはお申し込み者様の個人利用に限り使用を許可致します。

複製・商用利用・流出・類似コンテンツの作成 WEB 上へのアップロードまたはダウンロー

ドできる状態にするなど禁止致します。判明した場合いかなる理由であっても 1 件につき

金 30 万円を請求いたしますのでご了承ください。院内でスタッフと共有する事は許可しま

すがスタッフへも禁止事項の徹底をお願い致します。悪質と判断した場合は弁護士に相談

し対処いたします。 

 

 

※※※ 

当マニュアルは厚生労働省ホームページより引用している部分がございます。厚生労働省

の利用規約に基づき使用引用させて頂いております。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今後も厚生労働省の重要速報やお役立ち情報を無料で受け取る。 

※登録・解除ともかんたん 10 秒 

↓ 

https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct 

 

QR コードから登録して受け取る 

↓ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct
https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct


・受領委任後レセプト提出時必要書類 

１：厚生労働省の指定のレセプト用紙（療養費支給申請書） 

２：同意書(原本) 

３：施術報告書(コピー。交付日のレセに添付・費用請求) 

４：往療内訳表 

５：総括表Ⅰ 

６：総括表Ⅱ 

７：施術理由書(1 年以上月 16 回以上施術を継続している場合) 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

・患者様向け 

１：領収書（指定の様式はないが配布は必須） 

２：明細書（患者様の求めに応じて配布。償還払いの際は必要になる

ことが多い。） 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

各種書類まとめサイト：ダウンロードページリンク 

https://xn--

vckg5a9gug740rizf5qogk3a8yoslg4o0alv9bpj1adqg.jp/dl/ 

 

https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/
https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/
https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/
https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/


１：厚生労働省の指定のレセプト用紙（療養費支給申請書） 

はり・きゅう 

 

 

 



【サンプル】 

１：厚生労働省の指定のレセプト用紙（療養費支給申請書） 

はり・きゅう 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 社国:国保・船員

保険 2 公費:公費負

担(併用の場合こち

らにも〇)3 後高後

期高齢者 4 退職:国

民健康保険法によ

る退職医療 2 本外:

被保険者 4 三外:未

就学児 6 家外:家族

8 高外 9:高齢者 1 割

負担など 10 高外 8:

高齢者 2 割負担 

※後期高齢者で 3

割負担の場合は 2

か 6 に〇 

給付割合 7(3 割自

己負担の場合は〇を

付けなくて良い) 

登録番号のみの記載で

各免許の番号は必要な

い 

給付金の受領が施術管

理者の口座でない場合

（開設者名義や法人名

の口座）上記の通り施

術を行いその費用を徴

収しましたの下か欄外

に「療養費の受領を下

記の代理人に委任しま

す」と記載する。 

施術者ではな

く施術管理者

名。出張届の

場合住所と氏

名だけでよ

い。 

施術管理者以外の

口座に振り込む場

合は代理人の欄は

法人名や開設者の

名義を記載 



１：厚生労働省の指定のレセプト用紙（療養費支給申請書） 

あんま・マッサージ 

 



【サンプル】 

１：厚生労働省の指定のレセプト用紙（療養費支給申請書） 

あんま・マッサージ 

 



２：同意書はりきゅう表面(原本を提出) 

 

※これまで通り 



２：同意書はりきゅう裏面 

 

※これまで通り 



２：同意書あんまマッサージ表面(原本を提出) 

 

※これまで通り 



２：同意書あんまマッサージ裏面 

 

※これまで通り 



３：施術報告書(コピー。交付日のレセに添付・費用請求) 

 

※受領委任後も管理者でなく施術者氏名は実態に即した施術者で良

いとの事。※交付日（渡した日）のレセプトに交付料計上 



４：往療内訳表 

 

※同一日同一建物でない場合は◎も〇も不要 

※往療の起点：施術所からの場合施術所、出張届で届け出住所からの

場合施術者宅と記載。 

※施術場所：施術した場所が施設などの場合は施設名と住所の両方

を記載。被保険者と患者が同じ住所の場合自宅と記載。 



往療内訳表 

記載サンプル 

 

 

 

 

 



５：総括表Ⅰ 

 

 



５：総括表Ⅰ（参考） 

 

※保険者ごとに提出する。例えば後期高齢者広域連合に提出する場

合はりきゅうと、マッサージを分けて 2 行で記載。保険者が療養費

審査委員会などに委託している場合は(後期高齢と国保など提出窓

口が同じ場合)サンプルの様に必要な分全て記入する。 

 

 



６：総括表Ⅱ 

 

 

 



６：総括表Ⅱ(参考) 

 

保険者ごとに作成する。 

はり、きゅう用とマッサージ用を区分して作成する。 

 

 



７：施術理由書(1 年以上月 16 回以上施術を継続している場合) 

鍼灸 

 

※これまで通り 



７：施術理由書(1 年以上月 16 回以上施術を継続している場合) 

あんまマッサージ 

 

※これまで通り 



 

・患者様向け 

１：領収書（指定の様式はないが配布は必須） 

２：明細書（患者様の求めに応じて配布。償還払いの際は必要になる

ことが多い。）※氏名は施術管理者名※※実際に配布する人は施術管

理者以外でもオッケー。 

一部負担金明細書はり・きゅう（一月分） 

 

 



一部負担金明細書はり・きゅう（一日分） 

 

 



一部負担金明細書あんまマッサージ（一月分） 

 

 



一部負担金明細書あんまマッサージ（一日分） 

 

 



各種書類まとめサイト：ダウンロードページリンク 

https://xn--

vckg5a9gug740rizf5qogk3a8yoslg4o0alv9bpj1adqg.jp/dl/ 

 

 

これまでに頂いたご質問への Q&A 

Q１ 

訪問鍼灸の事業を行なっている先生で監査が入ったことがあるのであればその事例を聞き

たいです！ 

 

A１ 

監査に入って何らかの処分があった事は聞いたことがありますが生の声は聞いたことがあ

りません。 

 

あきらかな日数水増しなどは以ての外で誰でもわかる不正ですが 

 

あくまで新聞などに載っていて我々に身近な事としては 

請求内容と施術内容が合っていないという事です。 

 

たとえば鍼灸の同意書で請求して、リハビリのみ行って請求する、一切鍼灸の範疇と解釈で

きることを行っていないので不正請求という事例を見たことがあります。おそらくスタッ

フさんの内部告発だと思うのですが、個人でやっているならその日の患者さんの要望に合

わせた実際の施術内容と請求が違うとまずいです。 

 

Q2 

今まで（去年 6 月まで）のレセプト提出と変更になった事。 

報告書の提出義務？ 

往料内訳書の記載について。 

介護度の記載。 

摘要欄に、施術者氏名と日付を記入。 

 

A2 

https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/
https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/
https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/
https://訪問鍼灸マッサージ独立開業導入.jp/dl/


保険者毎の総括票について。 

必要？不必要？義務？ 

 

必要 

 

④ 

保管義務がある書類について、何をどこまで保管したらいいのか。 

 

カルテ 

最後の施術日から 5 年 

 

施術日時 

施術内容 

その日の金額が分かれば良い 

 

⑤ 

そもそも、なぜ受領委任になったのか。 

 

不正防止と請求金額を抑えるためと考えられます。 

どんな産業でもそうですが 

発展の過程で決まりごとが多くなってくるものなので 

自然な流れかと思います。 

 

⑥ 

今回の法改正をどのようにとらえるのか。 

今後の為に、対策として何をすべきか。 

 

法改正は良い事だと捉える。 

違法な業者が淘汰され信用が増す。 

私の感覚では在宅専門や往診中心の 40代のドクターが増えて同意書発行されやすくなって

いる。 

超絶ウルトラスーパーブルーオーシャンが 

ウルトラスーパーブルーオーシャンになっただけ。 

 

まだまだ相当恵まれている。 

 



⑦ 

今後、訪問鍼灸はどのようになっていくのか。 

 

あくまで私見ですが 

 

より厳格化や 

介護４以上など 

具体的な条件がつく可能性はある。 

 

しかし 

保険適用がなくなるというのは 

マーケティングなど煽っているが 

考えにくい 

 

単価も下がる事はないと思う。 

 

なぜか 

受領委任の質問を厚生支局に投げると 

柔道整復の受領委任をベースに話をされる。 

 

亜急性→急性の厳格化 

ただし、本来の外傷施術や固定に関しては単価アップなど 

 

少なくとも見込み患者さん数が減ることは無い 

 

免許取得者↓ 

合格率↓ 

高齢者人口 2050 年まで上昇 

 

需要と供給のバランスで 

完全に供給（施術者）が足らない。 

 

 

⑧ 

ケアマネさんが欲しい患者さんの情報はどういう事なのか。 

 



我々に求めるとしたら 

 

で、「結局喜んでいるのか？」 

これにつきます。 

 

実務面では 

・訪問の日時→介護サービスの日程調整の為 

・体調に関わること。お怪我、熱、転倒など、訪問施術者がたまたま行った時に知ってまだ

他の人が知らない事をいち早く教えて欲しい。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今後も厚生労働省の重要速報やお役立ち情報を無料で受け取る。 

※登録・解除ともかんたん 10 秒 

↓ 

https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct 

 

QR コードから登録して受け取る 

↓ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct
https://maroon-ex.jp/fx45926/sE41Ct

